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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物開口部に装着されるサッシの窓枠であって、
　金属枠と、当該金属枠の屋内側内周部を覆う樹脂枠とを備え、
　前記樹脂枠は、当該樹脂枠のみで形成される或いは当該樹脂枠と前記金属枠とで形成さ
れる中空構成部と、前記建物開口部の屋外側の縁部と前記金属枠との相互間に設けられる
、建物の断熱ラインを形成する断熱材が接触する接触部とを有し、
　前記接触部は、前記中空構成部の表面側に面する、ことを特徴とする複合窓枠。
【請求項２】
　前記金属枠は、前記建物開口部の下縁部に沿う金属下枠を有し、
　前記金属下枠は、前記中空構成部よりも屋外側において上方に向けて伸延する止水壁を
有する、請求項１に記載の複合窓枠。
【請求項３】
　前記樹脂枠は、前記建物開口部の下縁部に沿う樹脂下枠を有し、
　前記樹脂下枠の上端を、前記止水壁の上端よりも上方に位置させてなる、請求項２に記
載の複合窓枠。
【請求項４】
　建物開口部にサッシの窓枠が装着されている建物開口部構造であって、
　前記サッシの前記窓枠は、金属枠と、当該金属枠の屋内側内周部を覆う樹脂枠と、を備
える複合窓枠であり、
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　前記樹脂枠は、当該樹脂枠のみで形成される或いは当該樹脂枠と前記金属枠とで形成さ
れる中空構成部と、前記建物開口部の屋外側の縁部と前記金属枠との相互間に設けられる
、建物の断熱ラインを形成する断熱材が接触する接触部とを有し、
　前記接触部は、前記中空構成部の表面側に面する、ことを特徴とする建物開口部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物開口部に装着されるサッシの窓枠につき、金属枠と樹脂枠とを備える複
合窓枠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物開口部に装着されるサッシの窓枠にあっては、アルミニウム等で形成される
金属枠のみで構成されるものが主流をなしてきたが、近年では、断熱性能を向上させ、ま
た屋内側への結露を防止することを目的として、例えば特許文献１に示されるような金属
枠と樹脂枠とを組み合わせた複合窓枠が用いられている。また、このような複合窓枠に対
して更に高い断熱性能や結露防止の効果が得られるものとして、例えば特許文献２に示さ
れるような、樹脂枠のみで構成した樹脂製窓枠も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１８０７４８号公報
【特許文献２】特開平１０－２３８２４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで特許文献１の複合窓枠では、樹脂枠で金属枠の屋内側露出部分を覆っているも
のの、樹脂枠の厚みは薄く金属枠の影響が免れないため、断熱性能や結露防止の効果は未
だ不十分であった。また特許文献２の樹脂製窓枠は、上枠、下枠、及び左右の縦枠を方形
に枠組みすることで得られるが、これらの枠を接合するにあたっては、それぞれの枠の両
端部を長手方向に対して４５度に切断したうえで、接合する枠の切断面同士を溶着するこ
とが一般的である。すなわち、上枠、下枠、及び左右の縦枠の横断面形状が全て同一でな
ければ溶着することができないため、複合窓枠に対して建物開口部への納まりや外観意匠
性の点で自由度が劣るという課題がある。また、複合窓枠であれば、金属枠に設けたビス
ポケットを利用してビスによって枠組みできるものの、樹脂製窓枠では、それぞれの枠を
溶着しなければならず、枠組み作業に手間を要するという課題もある。
【０００５】
　本発明は、このような問題点を解決することを課題とするものであり、建物開口部への
納まりや外観意匠性の自由度が高く、また枠組み作業が簡単に行えるという利点を残しつ
つ、優れた断熱性能及び結露防止の効果が得られる複合窓枠及び建物開口部構造を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明である複合窓枠は、金属枠と、当該金属枠の屋内側内周部を覆う樹脂枠とを備え
、
　前記樹脂枠は、当該樹脂枠のみで形成される或いは当該樹脂枠と前記金属枠とで形成さ
れる中空構成部と、前記建物開口部の屋外側の縁部と前記金属枠との相互間に設けられる
、建物の断熱ラインを形成する断熱材が接触する接触部とを有し、
　前記接触部は、前記中空構成部の表面側に面する、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、前記金属枠は、前記建物開口部の下縁部に沿う金属下枠を有し、前記金属下枠は
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、前記中空構成部よりも屋外側において上方に向けて伸延する止水壁を有することが好ま
しい。
【０００９】
　また、前記樹脂枠は、前記建物開口部の下縁部に沿う樹脂下枠を有し、前記樹脂下枠の
上端を、前記止水壁の上端よりも上方に位置させてなることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、熱伝導率の高い金属枠の屋内側内周部を熱伝導率の低い樹脂枠で覆うこと
で、屋外の熱が屋内に伝達されにくくなるうえ、この樹脂枠に設けた中空構成部によって
、熱の伝達を更に抑制することができる。更に、建物開口部の縁部と金属枠との相互間に
設けられる断熱材に対し、樹脂枠に、この断熱材に接触する接触部を設けているので、金
属枠と建物開口部の縁部との間の熱の伝達を、断熱材及び樹脂枠で形成される断熱ライン
によって妨げることができるので、優れた断熱性能及び結露防止の効果を得ることができ
る。
【００１１】
　接触部が中空構成部の表面側に面する場合、断熱材及び樹脂枠で形成される断熱ライン
には、より熱が伝わりにくい中空構成部が含まれることになるので、断熱性能及び結露防
止の効果を更に高めることができる。
【００１２】
　金属下枠に、中空構成部よりも屋外側において上方に向けて伸延する止水壁を設ける場
合は、雨水等の屋外側から屋内側への流れ込みが防止できるとともに、止水壁からの熱の
伝達を中空構成部で効果的に抑制することができる。
【００１３】
　樹脂下枠の上端を、止水壁の上端よりも上方に位置させる場合は、止水壁に接する外気
が建物開口部に向かって流れる際に樹脂下枠で迂回することになるので、熱の伝達に対す
る止水壁の影響を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に従う複合窓枠の第一実施形態を適用したサッシを示す縦断面図である。
【図２】第一実施形態の横断面図である。
【図３】本発明に従う複合窓枠の第二実施形態を適用したサッシを示す縦断面図である。
【図４】第二実施形態の横断面図について右側のみを示す図である。
【図５】本発明に従う複合窓枠の第三実施形態を適用したサッシを示す縦断面図である。
【図６】第三実施形態の横断面図について右側のみを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図１及び図２を参照しつつ、本発明に従う複合窓枠の第一実施形態を適用したサ
ッシについて詳細に説明する。なお、本明細書において「左」、「右」とは、屋内側から
屋外側を見た場合を基準とする。また、部材同士を嵌合させるためのツメや、気密のため
のタイト材等は省略している。
【００１６】
　本実施形態のサッシ１は、建物開口部Ｘに装着される複合窓枠２と、複合窓枠２内に引
き違い自在に納められる外障子３及び内障子４と、複合窓枠２と建物開口部Ｘの縁部Ｘａ
との相互間に設けられる断熱材５を備えるものである。また複合窓枠２は、金属枠６と樹
脂枠７とから構成されている。
【００１７】
　図１に示すように金属枠６は、例えばアルミニウム製の押し出し材で形成される、金属
上枠８、金属下枠９、及び左右に設けられる一対の金属縦枠１０（図２参照）とから構成
されていて、これらを方形に枠組みしたものである。なお、金属上枠８、金属下枠９、及
び金属縦枠１０には、図示を省略するビスポケットが設けられていて、図示を省略するビ
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スによって連結されている。
【００１８】
　ここで金属上枠８は、金属上枠本体８ａを備えている。金属上枠本体８ａの外形断面形
状は、全体的に略方形（上面は、屋外側から屋内側に向かって上方に傾斜している）にな
っている。また金属上枠本体８ａの上面には、屋内側において上方に向けて突出する金属
上枠上向き突片８ｂが設けられている。
【００１９】
　また金属下枠９は、金属下枠本体９ａを備えている。金属下枠本体９ａの外形断面形状
は、全体的に略方形（下面の中間部は、屋外側から屋内側に向かって上方に傾斜している
）になっている。また金属下枠本体９ａの上面には、屋内側において上方に向けて突出す
る金属下枠上向き突片９ｂが設けられ、下面の屋内側には、下方に向けて突出する金属下
枠下向き突片９ｃが設けられている。なお、後述するように金属下枠上向き突片９ｂは、
金属下枠本体９ａの上面を流れる雨水等が屋内側に流れ込まないようにする止水壁として
機能する。
【００２０】
　そして、図２に示すように金属縦枠１０は、全体的に略方形の断面形状になる金属縦枠
本体１０ａを備えている。金属縦枠本体１０ａには、建物開口部Ｘ側（外障子３及び内障
子４が配置される側）に位置するとともに屋内側に向かって突出する金属縦枠内向き突片
１０ｂが設けられている。なお、金属縦枠１０には、図２における左側の金属縦枠１０に
図示したように金属縦枠補強部材１０ｃを配置してもよく、またこの金属縦枠補強部材１
０ｃは、右側の金属縦枠１０に配置してもよい。
【００２１】
　樹脂枠７は、例えば塩化ビニルやＡＢＳのような合成樹脂製の押し出し材で形成される
、樹脂上枠１１及び樹脂下枠１２（図１参照）、並びに左右に設けられる一対の樹脂縦枠
１３（図２参照）とから構成されていて、それぞれを金属枠６に取り付けて方形に枠組み
したものである。樹脂枠７は、金属枠６の屋内側内周部を全周に亘って覆うようにして金
属枠６に取り付けられている。
【００２２】
　図１に示すように樹脂上枠１１は、内部に樹脂上枠中空構成部１１ａを有する樹脂上枠
本体１１ｂを備えている。樹脂上枠本体１１ｂは、屋外側から屋内側に向かって長く延在
する略方形の上部部分と、この上部部分の屋内側下面に連結する略方形の下部部分とを組
み合わせた如き外形断面形状を有している。また、樹脂上枠本体１１ｂの内部には複数の
樹脂上枠区画壁１１ｃが設けられていて、樹脂上枠中空構成部１１ａを複数に分割してい
る。樹脂上枠本体１１ｂには、下方において、屋内側に向かって突出する樹脂上枠内向き
突片１１ｄが設けられている。また樹脂上枠本体１１ｂの下面には、外障子３を案内する
上外レール１１ｅ及び内障子４を案内する上内レール１１ｆが設けられている。
【００２３】
　樹脂下枠１２は、屋外側に位置する第一樹脂下枠１４と、屋内側に位置する第二樹脂下
枠１５とで構成されている。ここで、第一樹脂下枠１４は、内部に第一樹脂下枠中空構成
部１４ａを有する第一樹脂下枠本体１４ｂを備えている。第一樹脂下枠本体１４ｂは、屋
外側から屋内側に向かって長く延在する略方形の下部部分と、この下部部分の屋内側上面
に連結する略方形の上部部分とを組み合わせた如き外形断面形状を有している。第一樹脂
下枠本体１４ｂの内部には複数の第一樹脂下枠区画壁１４ｃが設けられていて、第一樹脂
下枠中空構成部１４ａを複数に分割している。また第一樹脂下枠本体１４ｂの上面には、
外障子３を案内する下外レール１４ｄ及び内障子４を案内する下内レール１４ｅが設けら
れている。そして第二樹脂下枠１５は、内部に第二樹脂下枠中空構成部１５ａを有する第
二樹脂下枠本体１５ｂを備えている。第二樹脂下枠本体１５ｂの外形断面形状は、略方形
になっている。本実施形態では、第二樹脂下枠本体１５ｂの内部に１つの第二樹脂下枠区
画壁１５ｃを設けて第二樹脂下枠中空構成部１５ａを２つに分割している。第二樹脂下枠
本体１５ｂには、上方において屋内側に向かって突出する第二樹脂下枠内向き突片１５ｄ
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が設けられている。
【００２４】
　そして図２に示すように樹脂縦枠１３は、内部に樹脂縦枠中空構成部１３ａを有する樹
脂縦枠本体１３ｂを備えている。樹脂縦枠本体１３ｂは、屋外側から屋内側に向かって長
く延在する略方形の屋外側部分と、この屋外側部分に対して建物開口部Ｘ側に突出する略
方形の屋内側部分とを組み合わせた如き外形断面形状を有している。樹脂縦枠中空構成部
１３ａの内部には複数の樹脂縦枠区画壁１３ｃが設けられていて、樹脂縦枠中空構成部１
３ａを複数に分割している。樹脂縦枠本体１３ｂの屋内側面における建物開口部Ｘ側には
、屋内側に向かって突出する樹脂縦枠内向き突片１３ｄが設けられている。また、樹脂縦
枠本体１３ｂにおける建物開口部Ｘ側の壁面には、外障子３を閉めた際に外障子３に入り
込む外突起１３ｅ及び内障子４を閉めた際に内障子４に入り込む内突起１３ｆが設けられ
ている。
【００２５】
　外障子３は、本実施形態では樹脂製になる框体１６の内側に、複層ガラス１７を納めた
ものである。框体１６は、上框１６ａ及び下框１６ｂ（図１参照）、並びに左右に設けら
れる一対の縦框１６ｃ（図２参照）とから構成されていて、これらを方形に框組みしたも
のである。なお、内障子４も外障子３と同様の構成になる。
【００２６】
　断熱材５は、建物開口部Ｘの縁部Ｘａと金属枠６との相互間において、建物開口部Ｘを
全周に亘って取り囲むように設けられている。具体的には図１に示すように、断熱材５の
上部においては、屋内側に位置する上部内面が縁部Ｘａと接触し、屋外側に位置する上部
外面が金属上枠上向き突片８ｂと接触し、建物開口部Ｘ側における壁面が樹脂上枠本体１
１ｂに接触する。また、断熱材５の下部においては、屋内側に位置する下部内面が縁部Ｘ
ａと接触し、屋外側に位置する下部外面が金属下枠下向き突片９ｃと接触し、建物開口部
Ｘ側における壁面が、金属下枠本体９ａ、及び第二樹脂下枠本体１５ｂに接触する。また
図２に示すように、断熱材５の左右においては、屋内側に位置する縦部内面が縁部Ｘａと
接触し、屋外側に位置する縦部外面が、横断面形状がＬ字状になるとともに建物開口部Ｘ
を補強するフレームＹに接触し、建物開口部Ｘ側における壁面が、金属縦枠内向き突片１
０ｂ、及び樹脂縦枠本体１３ｂに接触する。すなわち、断熱材５が樹脂枠７に接触する接
触部は、本実施形態では、図１に示す樹脂上枠本体１１ｂの上面と、第二樹脂下枠本体１
５ｂの下面と、図２に示す樹脂縦枠本体１３ｂにおける建物開口部Ｘに対する反対側の壁
面と、になる。なお断熱材５は、予め複合窓枠２に取り付けていても、或いは複合窓枠２
を建物開口部Ｘに装着する際に複合窓枠２と建物開口部Ｘとの間に設置してもよい。ここ
で断熱材５としては、発泡樹脂系断熱材や繊維系断熱材が好ましい。また断熱材５は、取
り付け当たってビスが効きにくいこと、またビスは熱橋を構成する要因となること、から
、金属枠６と断熱材５は両面テープや接着剤で接合させることが好ましい。
【００２７】
　このように構成される複合窓枠２にあっては、熱伝導率の高い金属枠６の屋内側内周部
が熱伝導率の低い樹脂枠７で覆われているため、屋外の熱が屋内に伝達されにくくなる。
また、樹脂枠７を構成する樹脂上枠１１、第一樹脂下枠１４、第二樹脂下枠１５、及び樹
脂縦枠１３にはそれぞれ、樹脂上枠中空構成部１１ａ、第一樹脂下枠中空構成部１４ａ、
第二樹脂下枠中空構成部１５ａ、及び樹脂縦枠中空構成部１３ａを設けていて、これによ
って樹脂枠７での熱の伝達を更に抑制することができる。そして、断熱材５と樹脂枠７と
は上述した接触部で接触しているので、断熱材５と樹脂枠７とによって連続した断熱ライ
ンが形成されることになり、金属枠６と建物開口部Ｘの縁部Ｘａとの間の熱の伝達を妨げ
ることができる。すなわち本実施形態によれば、優れた断熱性能及び結露防止の効果を得
ることができる。
【００２８】
　特に本実施形態では、接触部になる樹脂上枠本体１１ｂの上面、第二樹脂下枠本体１５
ｂの下面、及び樹脂縦枠本体１３ｂにおける建物開口部Ｘに対する反対側の壁面が、それ
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ぞれ、樹脂上枠中空構成部１１ａ、第二樹脂下枠中空構成部１５ａ、及び樹脂縦枠中空構
成部１３ａに面していて、上述した断熱ラインには、より熱が伝わりにくいこれらの中空
構成部が含まれることになる。これによって断熱性能及び結露防止の効果を更に高めるこ
とができる。
【００２９】
　また、金属下枠９において、金属下枠本体９ａの上面には金属下枠上向き突片９ｂが設
けられているので、金属下枠本体９ａの上面を流れる雨水等の屋内側への流れ込みを、こ
の金属下枠上向き突片９ｂによって防止することができる。また金属下枠上向き突片９ｂ
は、第二樹脂下枠中空構成部１５ａよりも屋外側に設けられているので、金属下枠上向き
突片９ｂから屋内側へ向かう熱の伝達を第二樹脂下枠中空構成部１５ａで効果的に抑制す
ることができる。
【００３０】
　また、図１に示すように金属下枠上向き突片９ｂの上端は、金属下枠上向き突片９ｂの
屋内側に位置する第二樹脂下枠１５の上端よりも下方に位置しているうえ、金属下枠上向
き突片９ｂの屋外側にも第一樹脂下枠本体１４ｂを設けているので、熱の伝達に対する金
属下枠上向き突片９ｂの影響をより確実に抑制することができる。
【００３１】
　次に、図３及び図４を参照しつつ、本発明に従う複合窓枠の第二実施形態を適用したサ
ッシについて詳細に説明する。本実施形態のサッシ２１は、建物開口部Ｘに装着される複
合窓枠２２と、複合窓枠２２内に設けられるすべり出し障子２３と、複合窓枠２と建物開
口部Ｘの縁部Ｘａとの相互間に設けられる断熱材２５を備えるものである。複合窓枠２２
は、金属枠２６と樹脂枠２７とから構成されている。
【００３２】
　金属枠２６は、金属上枠２８、金属下枠２９、及び左右に設けられる一対の金属縦枠３
０とから構成されていて、これらを方形に枠組みしたものである。
【００３３】
　図３に示すように金属上枠２８は、金属上枠本体２８ａを備えている。金属上枠本体２
８ａは、全体的に略方形をなしていて、且つ屋外側の下部コーナ部が内部に入り込んでい
る外形断面形状を有している。
【００３４】
　金属下枠２９は、金属下枠本体２９ａを備えている。金属下枠本体２９ａの外形断面形
状は、全体的に略方形（下面の屋内側が上方に傾斜している）になっている。また金属下
枠本体２９ａの上面には、その中間部において上方に向けて突出する金属下枠上向き突片
２９ｂと、その屋内側において上方に向けて突出する第二金属下枠上向き突片２９ｄとが
設けられている。金属下枠上向き突片２９ｂは、上述した止水壁として機能するものであ
る。また金属下枠本体２９ａの下面には、屋内側において下方に向けて突出する金属下枠
下向き突片２９ｃが設けられている。
【００３５】
　そして図４に示すように金属縦枠３０は、全体的に略方形の断面形状になる金属縦枠本
体３０ａを備えている。金属縦枠本体３０ａの屋内側には、建物開口部Ｘの反対側に向か
って建物開口部Ｘの縁部Ｘａに沿って突出する金属縦枠突片３０ｂが設けられている。
【００３６】
　樹脂枠２７は、樹脂上枠３１、樹脂下枠３２、及び左右に設けられる一対の樹脂縦枠３
３とから構成されていて、それぞれを金属枠２６の屋内側内周部を全周に亘って覆うよう
にして金属枠２６に取り付けられている。
【００３７】
　図３に示すように樹脂上枠３１は、内部に樹脂上枠中空構成部３１ａを有する樹脂上枠
本体３１ｂを備えている。樹脂上枠本体３１ｂは、略方形の上部部分と、上部部分に対し
て屋外側に突出する略方形の下部部分とを組み合わせた如き外形断面形状を有している。
また、樹脂上枠本体３１ｂの内部には、１つの樹脂上枠区画壁３１ｃを設けていて、樹脂
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上枠中空構成部３１ａを２つに分割している。樹脂上枠本体３１ｂの屋内側面には、高さ
方向中間部において、屋内側に向かって突出する樹脂上枠内向き突片３１ｄが設けられて
いる。
【００３８】
　また樹脂下枠３２は、内部に樹脂下枠中空構成部３２ａを有する樹脂下枠本体３２ｂを
備えている。樹脂下枠本体３２ｂの外形断面形状は、全体的に略方形をなし、且つ屋外側
面及び屋内側面が下方に向かって相互間の幅を狭めるように階段状になっている。樹脂下
枠本体３２ｂの内部には、１つの樹脂下枠区画壁３２ｃを設けていて、樹脂下枠中空構成
部３２ａを２つに分割している。また樹脂下枠本体３２ｂの下面には、下向きに延在して
金属下枠２９に接する２つの樹脂下枠下向き突片３２ｄが設けられている。樹脂下枠本体
３２ｂの屋内側面における高さ方向中間部には、屋内側に向かって突出する樹脂下枠内向
き突片３２ｅが設けられている。なお、樹脂下枠３２には、図３に示すように樹脂下枠補
強部材３２ｆを配置してもよい。
【００３９】
　そして図４に示すように樹脂縦枠３３は、内部に樹脂縦枠中空構成部３３ａを有する樹
脂縦枠本体３３ｂを備えている。樹脂縦枠本体３３ｂの外形断面形状は、全体的に略方形
になっている。また樹脂縦枠本体３３ｂの屋内側面における建物開口部Ｘ側には、屋内側
に突出する樹脂縦枠内向き突片３３ｄが設けられている。
【００４０】
　すべり出し障子２３は、本実施形態では金属製になる框体３６の内側に、複層ガラス３
７を納めたものである。框体３６は、上框３６ａ、下框３６ｂ、及び左右に設けられる一
対の縦框３６ｃとから構成されていて、これらを方形に框組みしたものである。
【００４１】
　断熱材２５は、建物開口部Ｘの縁部Ｘａと金属枠２６との相互間において、建物開口部
Ｘを全周に亘って取り囲むように設けられている。断熱材２５は、図３に示すようにその
上部においては、屋内側に位置する上部内面が縁部Ｘａと接触し、屋外側に位置する上部
外面が金属上枠本体２８ａと接触し、建物開口部Ｘ側における壁面が樹脂上枠中空構成部
３１ａに接触する。また、断熱材２５の下部においては、屋内側に位置する下部内面が縁
部Ｘａと接触し、屋外側に位置する下部外面が、樹脂下枠本体３２ｂ、金属下枠上向き突
片２９ｂ、金属下枠本体２９ａ、及び金属下枠下向き突片２９ｃにそれぞれ接触する。ま
た図４に示すように、断熱材２５の左右においては、屋内側に位置する縦部内面が縁部Ｘ
ａと接触し、屋外側に位置する縦部外面が、金属縦枠本体３０ａ、及び金属縦枠突片３０
ｂと接触し、建物開口部Ｘ側における壁面が、樹脂縦枠本体３３ｂに接触する。すなわち
、断熱材２５が樹脂枠２７に接触する接触部は、本実施形態では、図３に示す樹脂上枠本
体３１ｂの屋内側面と、樹脂下枠本体３２ｂの屋内側面と、図４に示す樹脂縦枠本体３３
ｂにおける建物開口部Ｘに対する反対側の壁面と、になる。
【００４２】
　このような構成になる複合窓枠２２においても、第一実施形態の複合窓枠２で説明した
ように、優れた断熱性能及び結露防止の効果が得られ、また雨水等の屋内側への流れ込み
防止することができる。
【００４３】
　次に、図５及び図６を参照しつつ、本発明に従う複合窓枠の第三実施形態を適用したサ
ッシについて詳細に説明する。本実施形態のサッシ２１’は、基本的に第二実施形態のサ
ッシ２１と略同様の構成になるものであって、樹脂上枠３１に替えて樹脂上枠３１’を用
いるとともに、すべり出し障子２３に替えてすべり出し障子２３’を用いるものである。
【００４４】
　樹脂上枠３１’は、内部に樹脂上枠中空構成部３１ａ’を有する樹脂上枠本体３１ｂ’
を備えている。樹脂上枠本体３１ｂ’は、全体的に略方形になる外形断面形状を有してい
る。また、樹脂上枠本体３１ｂ’の下方には、屋内側に向かって突出する樹脂上枠内向き
突片３１ｄ’が設けられている。
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【００４５】
　すべり出し障子２３’は、本実施形態では合成樹脂製になる框体３６’の内側に、複層
ガラス３７’を納めたものである。框体３６’は、上框３６ａ’、下框３６ｂ’、及び左
右に設けられる一対の縦框３６ｃ’とから構成されていて、これらを方形に框組みしたも
のである。
【００４６】
　このような構成になる複合窓枠２２’においても、第二実施形態の複合窓枠２２と同様
に、優れた断熱性能及び結露防止の効果が得られ、また雨水等の屋内側への流れ込み防止
することができる。
【００４７】
　本発明に従う複合窓枠は、本実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に従
う範囲で種々の変更が可能である。例えば、樹脂枠に設けた中空構成部（樹脂上枠中空構
成部１１ａ等）は、上述の実施形態では樹脂枠のみで形成されるものを例示したが、たと
えばコ字状の樹脂枠と平板状の金属枠とを組み合わせることによって、樹脂枠と金属枠と
の相互間に形成される中空構成部であってもよい。樹脂枠のみで中空構成部を形成する場
合には、樹脂枠の取り付け精度に関わらず中空構成部の気密が保たれるという利点がある
が、樹脂枠と金属枠とを組み合わせて中空構成部を形成する場合は、樹脂枠が金属部に接
する面積が小さいため断熱上有利という利点がある。
【００４８】
　また、中空構成部の断面積は、図１に示す樹脂上枠中空構成部１１ａのように複数に分
割されて比較的小さいものであっても、図３に示す樹脂上枠中空構成部３１ａのように比
較的大きいものであってもよい。
【符号の説明】
【００４９】
１、２１、２１'：サッシ
２、２２、２２'：複合窓枠
２３、２３'：すべり出し障子
３：外障子
４：内障子
５、２５：断熱材
６、２６：金属枠
７、２７：樹脂枠
８、２８：金属上枠
８ａ、２８ａ：金属上枠本体
８ｂ：金属上枠上向き突片
９、２９：金属下枠
９ａ、２９ａ：金属下枠本体
９ｂ、２９ｂ：金属下枠上向き突片
９ｃ、２９ｃ：金属下枠下向き突片
２９ｄ：第二金属下枠上向き突片
１０、３０：金属縦枠
１０ａ、３０ａ：金属縦枠本体
１０ｂ：金属縦枠内向き突片
３０ｂ：金属縦枠突片
１０ｃ：金属縦枠補強部材
１１、３１、３１'：樹脂上枠
１１ａ、３１ａ、３１ａ'：樹脂上枠中空構成部
１１ｂ、３１ｂ、３１ｂ'：樹脂上枠本体
１１ｃ、３１ｃ：樹脂上枠区画壁
１１ｄ、３１ｄ、３１ｄ'：樹脂上枠内向き突片
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１１ｅ：上外レール
１１ｆ：上内レール
１２、３２：樹脂下枠
３２ａ：樹脂下枠中空構成部
３２ｂ：樹脂下枠本体
３２ｃ：樹脂下枠区画壁
３２ｄ：樹脂下枠下向き突片
３２ｅ：樹脂下枠内向き突片
３２ｆ：樹脂下枠補強部材
１３、３３：樹脂縦枠
１３ａ、３３ａ：樹脂縦枠中空構成部
１３ｂ、３３ｂ：樹脂縦枠本体
１３ｃ：樹脂縦枠区画壁
１３ｄ、３３ｄ：樹脂縦枠内向き突片
１３ｅ：外突起
１３ｆ：内突起
１４：第一樹脂下枠
１４ａ：第一樹脂下枠中空構成部
１４ｂ：第一樹脂下枠本体
１４ｃ：第一樹脂下枠区画壁
１４ｄ：下外レール
１４ｅ：下内レール
１５：第二樹脂下枠
１５ａ：第二樹脂下枠中空構成部
１５ｂ：第二樹脂下枠本体
１５ｃ：第二樹脂下枠区画壁
１５ｄ：第二樹脂下枠内向き突片
１６、３６、３６'：框体
１６ａ、３６ａ、３６ａ'：上框
１６ｂ、３６ｂ、３６ｂ'：下框
１６ｃ、３６ｃ、３６ｃ'：縦框
１７、３７、３７'：複層ガラス
Ｘ：建物開口部
Ｘａ：縁部
Ｙ：フレーム
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【図５】 【図６】



(12) JP 6445823 B2 2018.12.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  武藤　一巳
            東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号　旭化成ホームズ株式会社内

    審査官  藤脇　昌也

(56)参考文献  実開昭６０－０２２６８３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５７－０７８３６９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０８－１７７３１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６６３７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４４３２１７９（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０６Ｂ　　　１／００　－　１／７０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

